
3．　各ワーキンググループ活動報告

3．1　他分野での現時点での性能照査方法、品質保証機構の調査WG

3．1．1　活動の主旨・目的
　他分野における、要求される性能に対する設計の考え方の現状、およびその品質を

保証する方法・機構を調査し、現時点あるいは将来における鋼橋の性能照査型設計の

在り方を議論する際の参考資料になるような成果を提供する。

　なお、調査においては、設計手法の詳細を比較することを目的とはせず、性能をど

のような表現で規定しているか、どのように性能を評価・検証しているか、商品を生

産するプロセスの中で性能を保証するシステムがどうなっているのか、など、大枠を

捉えることを目的とする。

3．1．2　活動内容・方法

　調査を実施する分野（商品）は、「性能照査型設計」をキーワードに、以下の5分野

とした。選定理由を付記する。

　　①自動車防護柵　　　：性能照査型基準へ改訂がされた

　　②自動車　　　　　　　　　：性能を全面に打ち出した商品である

　　③アスファルト舗装　　　：建設省、JHにて性能発注が試行された

　　④住宅　　　　　：建築基準法が性能規定化された
　　⑤船舶　　　　　　　　　　：船級など独特な機構を有する

調査内容およぴ方法は以下の通り。

　　①性能照査方法調査

　　　　　要求性能はどのようなものがあるか？

　　　・性能を評価する項目、評価方法、基準・規格・数値は？

　　　・各分野別に、縦軸に要求性能、横軸にその評価項目、方法、判定方法を記

　　　　　した表を作成する。

　　　・調査結果を元に、各分野の性能照査方法の特徴、共通の評価項目に対する

　　　　　評価方法の差異などに着目して整理する。

　　②品質保証機構調査

　　　　使用者、発注者、設計者・製造者、評価機関、保険会社…など、商品の生

　　　　　産に関わる主体がどのような関係にあるのか？

　　　・縦軸に時系列、横軸に主体を配し、業務のフローを作成する。

　　　　性能を設定する主体、性能を評価・倹証するしくみ、時期、対象などが、

　　　　　各商品の性質によりどのような差異があるのかに着目し整理する。
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要求項目 評価項目 評価方法 判定方法（別紙参照） 評価機関

自
動
車
防
護
柵

衝突に対する安全性

車両の逸脱防止性能

　　実車衝突試験
（新しく開発した場合）

　　＜注記＞参照

衝突　く防護柵強度
変形量く許容値

道路管理者

乗員の安全性能 衝突加速度く許容値

車両の復元誘導性能
衝突速度×0．6＜離脱速度
衝突角度×0．6＞離脱角度

構成部材の飛散防止性能

飛散部材の量・飛散状況
→第三者への影響がない程度
かの判断を実験実施者の経験
に基づいて行われる

＜要求性能＞

車両の逸脱防止性能

乗員の安全性能

車両の復元誘導性能

構成部材の飛散防止性能

：強度性能：種別に応じた衝撃度による衝突で、防護柵が突破されないこと。

：変形性能：衝突時の車両の最大侵入量が、種別に応じて規定値以下であること。

：車両衝突時の人体に与える衝突加速度（瞬間値）が衝突速度の区分別に評価基準値未満であること。

：衝突後、車両は横転などをせず、車両の離脱速度、離脱角度が規定値を満たすこと。

：衝突時の防護柵の構成部材が大きく飛散しないこと。
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＜注記＞

・標準仕様により製作された防護柵は、実車試験が不要。　（車両用防護柵性能確認試験方法　日本道路協会）

・性能確認試験の方法は、建設省道路局道路環境課長通達r車両用防護柵性能確認試験方法について」によって行う。

　橋梁用ビーム型防護柵については、上記通達に別添される設計方法に準拠している防護柵であれば、構成部材の静荷重試験によ
る性能確認をして、実車試験に代えることができる。
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自
動
車

要求項目 評価項目 評価方法 評価機関

安全性

衝突安全性能

衝突安全性能（乗員傷害）試験
ブレーキ性能試験 自動車事故対策センターブレーキ性能

予防安全性能

環境性 地球環境に対する性能

大気汚染の防止

七都県市指定基準
京阪神6府県市低NOx車指定基準e！c

七都県市低公害車指定制度
京阪神6府県市低NOx車指定制度

オゾン層の保護

リサイクル

鉛の削減

水質保全

環境に関する情報の公開

快適性 室内環境に対する性能

室内空気の清浄化

抗菌性能試験

S　I　AAマークetc
抗菌製品技術協議会

抗菌仕様

断熱、紫外線カット

室内への視線遮断

機能性

動力性能　（加速性能，登坂性能 最高速度性能，燃費性能） 発進加速試験，急坂路試験e【c J　I　S

J　ASO（自動車技術者協会規格）

JAMA（日本自動車工業会）

自動車技術会eしc

だ行性能 だ行性能試験

旋回性能 定常円旋回試験，走過渡性能試験elc

タイヤ性能 タイヤ性能試験
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評価項目 評価方法 評価

動力性能

加速性能 発進加速試験etc 停止状態から一定速度に達するまでの所要時間

登坂性能 急坂路試験etc 種々勾配路面における発進能力・登坂能力

最高速度性能 最高速度試験 連続して安定走行可能な最高速度

燃費性能 燃費消費試験 使用燃料l　Ilットルあたりの走行距離km

だ行性能 だ行性能試験 ころがり抵抗係数・空気抵抗係数・だ行距離・走行抵抗

制動性能 制動性能試験 制動距離・ブレーキの性能比較

旋回性能
定常円旋回試験・操舵力試験

操舵力や外乱に対する車両の応答特性
過渡性能試験

タイヤ性能 タイヤ性能試験 耐久性・操縦安定性

振動・乗り心地’騒音性能 振動乗り心地試験・騒音試験 振動・車内騒音・道路交通騒音

衝突安全性能 実車衝突試験・衝突模擬試験 衝突形態・タイヤ痕跡

＜注記＞

だ行性能　　　：だ行＝走行中に変速機を中立にして、以降慣性によって走行し、ある距離を走って停止する状態

　　　　　　　だ行距離の長い自動車→抵抗が少なく　ころがりやすく，空気抵抗も小さい自動車

参考文献

1）自動車の走行性能と試験法　茄子川捷久・宮下義孝・汐川満則　山海堂

2）OSA自動車事故対策センターHP　ht　tp：／／ww．osa．go．lp

3）大阪府公害監視センターHP　ht　tp：／／㎜▽．epcc．pref．osaka．jp

4）七都県市首脳会議環境問題対策委員会大気保全専門部会HP　ht　tp：／／冊．stat　ioロ．nt　t　ls．co．jp

5）抗菌製品技術協議会HP　ht　lp：／／冊．kohkin－s　iaa．co皿

6）日本自動車工業会HP　hltp：／／ww．ja皿a．or，jp

7）　（社）自動車技術界HP　http：／／㎜ワ．jsae．or．1p

8）　（財）自動車検査登録協力会HP　ht　tp：／／plaza【3．皿bロ．or．jp
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（1）舗装の性能

　　　アスファルト舗装要綱では，舗装に要求される性能（役割）として快適性，安全性，環境性をあげている。また，機能の維持のために耐久性が必要としている。

　　　田中らは舗装における性能，機能，品質について，以下のように定義している。

舗装の品質 舗装の各層を構成する材料に要求される特性

舗装の機能 舗装の各層が果たすべき役割

舗装の性能 舗装全体が舗装として保有すべきパフォーマンス

（社）日本道路建設業協会では，舗装に求められる機能として以下のようにまとめている。

機能 項目

走行機能 明色性 すべり抵抗性 防眩抑制 水はね・しぶき抑制

わだち掘れ抑制 ハイドロプレーニング抑制 凍結抑制

物性機能 耐流動性 耐油性 吸音性 耐磨耗性

排水性 不透水性 耐荷重性 防水性

透水性 耐ひび割れ性 弾力性

環境機能 騒音低減 リサイクル性 ヒートアイランド化抑制 振動低減

地球温暖化抑制 粉塵抑制 地下水の酒養 景観創生

施工性

経済性

◎
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（2）現状の舗装工事

　　　現状の舗装工事では，一般に「アスファルト舗装工事共通仕様書』，「アスファルト舗装要綱」を契約図書としている。

　　　従来の発注方法は，舗装構造，使用材料の規格などについて規定した，仕様規定である。

　　　施工方法については，積算により標準工法が決まっており，間接的に制限されている。

（3）舗装工事の性能規定発注

　　　平成l　l年2～3月に、排水性舗装の性能規定による発注が試行された。

　　　性能項目と目標水準（満たすべき数値）のみを規定し，材料・，施工方法などの仕様については受注者の提案を受ける方式とした。

　　　公募型指名競争入札の採用。
　　　完成時、1（3）年後に性能を満足しない場合、施工者が機能回復措置をとらなければならず、その趣旨を契約書の暇疵担保に関する条項に追加している。

　　　以下に性能規定発注された工事の概要、規定項目、施工時の評価結果について紹介する。
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①建設省（東京国道工事事務所）の場合

　　　［大森本町1丁目舗装修繕工事］

　　　　工事内容：アスファルト舗装工事（10車線，延長378m），排水工事，区画線工事

　　　　工期：平成11年3月10目～平成ll年11月19目　　　施工者二日本道路㈱　　　　　契約金額：約1億9400万

　　［八潮4丁目舗装修繕工事］

　　　　工事内容ニアスファルト舗装工事（4車線，延長950mのうち500mを性能規定），排水工事，区画線工事

　　　　工期：平成ll年3月19日～平成12年2月26日　　　　施工者1世紀東急工業㈱　　契約金額1約2億6250万

要求性能 評価項目 評価方法 評価基準値 評価機関

安全性 平坦性 舗装試験法便覧の3mプロフィルメー

ター試験方法

各車線ごとにσ2．4mm以内 「公的な機関による」とされ、

（財）道路保全技術センターが

受託排水性 排水性舗装技術指針に基づく試験方
法

現場透水試験で1，000ml／15秒以上

耐久性 耐塑性変形 舗装試験法便覧のホイールトラック試

験方法

動的安定度が4，000回／mm以上

環境性 騒音値 騒音測定車（RAC車）による測定。走

行速度50km／h

騒音測定車で特殊タイヤ音を各車線

ごとに測定し、全車線の平均値が
89dB（A）（L＾。）以下

1年後に全車線の平均値が90dB（A）
（L〈。）以下

　　　「アスファルト舗装工事共通仕様書」，「アスファルト舗装要綱」を契約図書としていない。

　　　評価方法は，騒音値以外は，現行の発注形態による舗装工事においても管理に用いられる試験方法である。

　　　騒音値の規定は，環境騒音（官民境界）での排水性舗装の実測平均値である3dB（A）（L、、。。）の低減を目標としたが，規定化できなかった。

　　　平成10年9月30日環境庁告示の「環境基準」で用いられる測定方法とは異なる，騒音測定車（RAC車）による測定とした。

　　　騒音測定車による測定値は，通常の舗装の平均値二98dB（A）（LA。，），排水性舗装の平均値＝89dB（A）（L＾。、）。

《結果》

　完成時の騒音値は、大森本町1丁目舗装修繕工事で88．3dB、八潮4丁目舗装修繕工事で87．2dBで、89dBの規定値をクリアした。

　どちらの工事も、アスファルト混合物の骨材の粒径を小さくすることで騒音低下をはかった。



②日本道路公団の場合

　　　［東九州自動車道宮河内舗装工事］

　　　　工事内容：アスファルト舗装工事（上り線の走行，追越2車線，延長6233mのうち約2000mを性能規定）

　　　　工期：平成11年2月26日～平成12年2月20日　　　　施工者：日本道路・松尾舗道JV　　　　契約金額：

要求性能 評価項目 評価方法 評価基準値 測定頻度 評価機関
安全性 すべり抵抗値 JHS22H992 BPNが60以上 200m間隔 竣工時，3年後：受注者立会い

のもとで発注者（JH）が行う。

1年後，2年後：発注者qH）が行
う。

JHS222－1992 μ（80）が0．35以上 5点／km

3年後にμ（80）が0．25以上

平坦性 JHS220－1992 土工部5cm／km以下
構造物部8cm／km以下

各車線毎OWP

排水機能 JHS233－1992 現場透水試験で10秒／400ml以下 100m間隔OWP
3年後に16秒／400ml以下

耐久性 わだち掘れ JHS225－1992 3年後に7mm以下 100m間隔

8

　　　　各試験は，各測定箇所の平均値とし，車線毎に評価する。　機能回復のための維持管理は実施しない。

　　　　外的条件は設計交通量15，000台／日，大型車混入率15％とする。

　　　　JHS220－1992二8mプロフィルメータによる路面凹凸測定方法、JHS221－1992：英国式ボークプル・スキッドレジスタンステスタによる路面のすべり抵抗値（BPN）の測定方法

　　　　JHS222－19921すべり試験車による路面のすべり抵抗測定方法、JHS233－1992：（現場透水試験方法）、JHS225－1992：路面のわだち掘れ測定方法

　　　　r土木工事共通仕様書」，r舗装施工管理要領」の適用を除外。

　　　排水機能，わだち掘れ量の規定は，一般地域の軽・中交通量路線における追跡調査結果から規定。

　　・　すべり抵抗値は，使用材料によってはすべり摩擦の低下が懸念されるため現行の管理目標値にて規定。

　　　評価方法は，現行の発注形態による舗装工事においても管理に用いられる試験方法である。

　　　施工実績より，排水機能の低下はおおむね3年で低下傾向が緩やかになるため性能規定期間を3年とした。

　　　これにより暇疵担保期間を現行の1年より3年に伸張した。

　　　工事費は完了払い

　　　性能規定を満足しない場合の扱いは，責の帰属を両者協議の上決定し，原因が受注者の責に帰する場合には修補請求，修補に代え損害賠償請求，あ

　　　るいは修補とともに損害賠償請求を行う。

《結果》

　排水機能試験を含め、従来から管理基準として用いられており、問題なく施工が行われた。



（4）性能規定発注の今後

①建設省の場合

　98年度に上記2件を性能規定発注とした建設省では、99年度にはさらに14件の工事を性能規定型発注工事として発注している。これらの規定は
98年度の2件に準じているが、MCI（メンテナンス・コントロール・インテ“ックス）値の規定などの新しい試みもされている。

②日本道路公団の場合
　新たに基層に対する耐水性能規定（透水係数、はくり率）を加えた試行を1件行った。
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（5）その他

　　　（財）道路保全技術センター（htt：〃wwwhozen．oLO1）において，道路保全に関わる審査・認定，資格試験を行っている。

　　　○　民間開発建設技術の技術審査・証明事業

　　　O　アスファルト混合物の事前審査制度　（平成6年より開始）

　　　　　（発注者指定の）第三者機関として，アスファルト混合所の自主品質管理基準の確認を事前に行い審査・認定。

　　　　　これにより，アスファルト混合物の品質管理に関わる部分の合理化，省力化，および品質確保を期待する。

　　　O　舗装施工管理技術者の資格試験　（平成7年より開始）

　　　　　民間資格であるが，上記試行工事では，「1級舗装施工管理技術者または舗装に関する同等以上の能力」を求める形で発注。

　　　（社）日本道路建設業協会のHPhtt：〃wwwdohkenk　o．oLO1では，要求性能（機能）に対する舗装工法の検索が行え，工法の概説もわかりやすい。

参考文献：

（1）　アスファルト舗装要綱　日本道路協会　1992．12

（2）　アスファルト舗装工事共通仕様書解説　日本道路協会　1992．12

（3）　久保　舗装工事の性能規定化に向けた課題　第23回日本道路会議論文集　1999。10

（4）　武山　道路舗装の性能規定発注の試行工事について　第23回日本道路会議論文集　1999。10

（5）　織茂ほか　日本道路公団における性能規定の導入について　第23回日本道路会議論文集　1999。10

（6）　田中ほか　舗装の性能規定とアスファルト混合物の製造管理について　第23回日本道路会議論文集　1999。10

（7）　舗装工事への性能規定の導入と展開　道路1999、12

（8）　織茂、七五三　舗装建設技術の変遷と今後の展望　ハイウェイ技術No．15　1999。12

（9）性能規定で広がる技術者の裁量　日経コンストラクション　1999．5

（10）性能発注工事第一弾　舗装の「騒音値」を規定して発注　独自の仕様で要求性能をクリア　日経コンストラクション　20002
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建設循 幌の韻確保の促進等に関する法律（平成11年6月23日制定）（抜枠）
1／3

要求（表示）項目 評　　価　　項　　目 評　　　価　　　方　　　法 品質等保証方法
1．構造の安定に関すること
（D耐震等級 ①構造魑体の倒壊防止 【地震により生じる力に対する構造輻体の倒壊のしにくさ】

O等級3：建築基準法に定める極めて大きな地震力（数百年
指定住宅性能評価機関

に一度程度発生する地震により生じる力）のL5
倍の地震力に対して倒壊しないこと

○等級2：建築基準法に定める極めて大きい地震力の1．25倍

の地震力に対して倒壊しない程度

O等級1：建築基準法に定める極めて大きい地震力に対して
倒壊しない程度

②構造魑体の損傷防止 【地震により生じる力に対する構造輻体の損傷の受けにくさ】

○等級3：建築基準法に定める中程度の地震力（数十年に一
度程度発生する地震により生じるカ）の1．5倍の
地震力に対して損傷しない程度

O等級2：建築基準法に定める中程度の地震力のL25倍の地
震力に対して損傷しない程度

○等級1：建築基準法に定める中程度の地震力に対して損傷
しない程度

3．劣化の軽減に関すること ①劣化対策等級 【構造幅体に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要
（構造輻体等） とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度】

O等級3：通常想定される気象条件及び維持管理条件下で概
ね75～90年まで伸長するため必要な対策が講じら
れている程度

○等級2：通常想定される気象条件及び維持管理条件下で概
ね50～60年まで伸長するため必要な対策が講じら
れている程度

O等級1：等級2に満たない程度

⑤
甫
冊
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建設省 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成ll年6月23日掴1定）（抜粋）
2／3

要求（表示）項目 評　　価　　項　　目 評　　　価　　　方　　　法 品質等保証方法
8．音環境に関すること
（1）重量床衝撃音遮断 ①重量床衝撃音 【居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音（重量のあるも

対策等級 のの落下や足音の衝撃音）を遮断するため必要な対策の程度】
O等級5：特に優れた重量床衝撃音の遮断（特定の条件下で

概ね日本工業規格のL晶。w－50等級相当以上）を
可能とするため必要な対策が講じられている程度

O等級4：優れた重量床衝撃音の遮断（特定の条件下で概ね
日本工業規格のL昌。w－55等級相当以上）を可能
とするため必要な対策が講じられている程度

O等級3：基本的な重量床衝撃音の遮断（特定の条件下で概
ね日本工業規格のL曇。w－60等級相当以上）を可
能とするため必要な対策が講じられている程度

O等級2：やや低い重量床衝撃音の遮断（特定の条件下で概
ね日本工業規格のL　i。ザ65等級相当以上）を可 指定住宅性能評価機関
能とするため必要な対策が講じられている程度

O等級1：等級2に満たない程度

8．透過損失等級 【居室に界壁に係る構造に関する空気伝搬音の遮断の程度】

lD　界壁 O等級4＝特に優れた空気伝搬音の遮断（特定の条件下で日
本工業規格のR－55等級相当以上）を可能とする
程度

○等級3＝優れた空気伝搬音の遮断（特定の条件下で日本工
業規格のR－50等級相当以上）を可能とする程度

○等級2：基本的なの空気伝搬音の遮断（特定の条件下で日
本工業規格のR－45等級相当以上）を可能とする
程度

○等級1：建築基準法に定める空気伝搬音の遮断の程度が確
保されている程度
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建設省 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年6月23日簿1定）（抜粋）
3／3

要求（表示）項目 評　　価　　項　　目 評　　　価　　　方　　　法 品質等保証方法
（2）外壁開口部 【居室の外壁の開口部に使用するサッシに関する空気伝搬音

の遮断の程度】 指定住宅性能評価機関
○等級3：特に優れた空気伝搬音の遮断（特定の条件下で日

本工業規格のT－2等級相当以上）を可能とする
程度

O等級2：優れた空気伝搬音の遮断（特定の条件下で日本工
業規格のT－1等級相当以上）を可能とする程度

○等級1：等級2に満たない程度

表示項目および表示方法 （等級等）に共通して、設計図書についての評価がなされた住宅の建設工事の検査に関し、次の事項を中心に基準を定める。

（1）検査は定められた時期に行うこと。 （戸建て＝基礎、 屋根、内装、竣功　　共同建て：基礎、所定階の床（2，10， 17階・・）、屋根、竣功

（2） 検査は施工状況報告書等の記録によって行うとと もに、実物の目視、計測等により記録の信頼性を確認すること。

（3）検査のチェックリス ト、 施工状況報告書等については、定められた書式を用いること。

【以上、建設省ホームページ パプリックコメントより （2000．2．19検索）】
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船舶の性能設計について．

要求性能項目 評価項目 評価方法 基準（判定）

船種、積載物

旅客船の場合

　旅客

貨物船の場合

　コンテナ

　自動車

　石油等

旅客船の場合は、客室面積など

貨物船の場合は積卸しの、しやす

さや積載能力で評価される（積荷に

よる専門船化が進んでいる）

適用される船級規則や設計指針などにより判定

髄
排水量

膨
水槽試験、海上試運転 試運転結果により判定（不良の場合は、やり直し又はペナルティ）

載貨重量

大きさ
積荷の積載量

実際に設計通りの積荷を積むこ

とができるか

総トン数、大きさ

試運転結果により判定

適用される船級規則や設計指針などでも判定

大きさは運河サイズ指標等がある（パナマックス、スエズマックス等）

航行区域

どの区域を航行するか

灘
近
海 （限定近海）

沿海¢艮定沿海）

平水

　区域が異なることにより、人命救

助設備、航海備品、議装品が違って

くる。

　また、設計弓鍍も違う。

適用される船繍側や設計指針などにより判定

国際海事機関（MO）力乳各種の安全基準及びそれに伴う設備基準を管理してお

り、代表的な船級規則は、MOの規則を織り込んでいる場合が多い．

最大搭載人員
旅客船の場合は旅客数

貨物船の場合は乗員数

旅客数に対する客室面積

乗員数に対する居住面積
環境基準等により判定

適用規則

適用船級

船籍国

どの船級を適用するか

船籍国はどこにするか

　NKの場合は、日本海事協会が国

の代わりに検査を実施

「船級の検査に合格した船は国の

検査に合格したものと見なす』（船

舶安全法より）

適用する船級規則や設計指針などは・発注者が決める。

船級以外にも船籍国によっても基準は変わる。

居住性 振動、騒音 海上試運転時測定 騒音や振動は、船主や環境基準により判定

　船級について、

　船は、旅客や貨物を積載する上で保険をかけて運行されるが、規則に適合していない（安全1生が保証されていない）船には保険がかけられない。よって、船に関する基準を標準

化し、それを第三者として公平に判断適用する団体として船級協会がある．世界には各種の船級協会があり、それぞれに基準がある。

　　日本　　　：NK（日本海事協会）　　　　　　　英国　　　：LR（Uoyd’sRe座temfShippklg）

　　米国　　　：ABS（A皿edcanB田eauofS1－pping）　ノルウェー：DW（Detno6k驚舳s）

　現在、国際船級協会連合σACS）で、規則の共通化を図うているものの、各船級独自の規定も残っている

＠
毒
密
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各分野に於ける要求性能に対する評価項目

安全性 環境性 快適性・居住性 機能性 耐久性 その他

①自動車防護柵
衝突安全性能

歩行者への配慮

地域特性・景観への配慮

衝突安全性能 大気汚染の防止 室内環境 動力性能

ブレーキ性能 オゾン層の保護 室内空気の清浄化 だ行性能

予防安全性能 リサイクル 抗菌仕様 旋回性能

②自動車 鉛の削減 断熱・紫外線カット タイヤ性能

水質保全 室内への視線遮断

環境に関する情報公開 振動，乗り心地，騒音

振動，騒音性能

平坦性 騒音値 耐塑性変形
③アスファルト舗装 排水性 わだち掘れ

すべり抵抗値

④住宅
倒壊防止 重量床衝撃音 劣化対策等級

損傷防止 空気伝播音

振動，騒音 船種、積載物 航行区域

⑤船舶 船速 適用規則

載荷重量の大きさ 適用船級

最大搭載人員 船籍国

N
）
醇
謙
疑
剛
財
辮
闘
餅

s
叫

氏

3

これは、調査結果をもとに、各性能（安全性、環境性、快適性・居住性、機能性、耐久性、その他）に着目し、5つの分野を

横並びで比較することを目的に表形式でまとめたものである。



各評価項目に対する各分野での評価方法

要求性能 評価項目 分野 評価方法

安全性 衝突安全性能
防護柵 実車衝突試験

自動車 衝突安全性能（乗員損害）試験

環境性 振動，騒音
自動車 騒音試験

舗装 騒音測定車による測定

快適性・居住性 振動，騒音

自動車 振動・乗り心地試験

住宅 日本工業規格

船舶 海上試運転時測定

機能性 速度
自動車 発進加速試験・最高速度試験

船舶 水槽試験・海上試運転

これは、前頁の表をもとに、それぞれの評価項目に対して各分野ではどのような

方法を用いて、性能を評価しているのかを比較することを目的に表形式でまとめた

ものである。

一33一
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契約・認定

業務・情報

の流れ
O△県
ロロ公団

壮　　　　　プロ

口亟コ巨引
◎×設計

○○舗装

△△建設

［二垂コ国
　プラント
アスファ暦混合所

　（財）道路保全

　技術センター

　　　ほか

関連する社会機構
　の要素（例）

i日

卜］

i團

i團

」

一一『一一1
　一一一一4一＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　I

　目標性能
要求性能の設
定および明示

一曹一一一　曹一－　曹－一－　－　一－一　甲 仕

（
工
事
監
理
）

設計

l
i
l
I
［
1

曹　曹一一一－－臼　■　一　－一一一一　甲一

アスファルト混合物

の製造・供給

一一一…一一一…一｛璽轟∋
施工

　　　　　　　アスファルト混合物
一　　　一　　　一　　　一

　　　　　　　事前審査制度

性能の評価
（実施・委託）

性能の評価
　（受託）

立会い

1一一一一一一一一一、
l　　　　　　　　　　　I

維持

管理
利用 1　　　　暇疵

I　　　　　　　　　　　I
性能の評価

（実施・委託）
性能の評価
　（受託）

一一一…一一一…一｛璽轟∋

・道路構造令

・各種基準

（アスファルト舗装要綱など）

アスファルト混合物

事前審査制度

・要求性能を記した

　特記仕様書なと
・各種基準

・各種標準示方書

・各種製品規恪
・各種言鵡灸規格
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建築生産プロセスと各主体の機能（例） 関連する社会機構の要素
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製品種別

／立場
性能設定主体 性能確認主体 性能確認時期 性能確認手法

①自動車防護柵
大量生産品

　受動的
道路管理者 道路管理者・施工者 製造後 実車衝突試験

②自動車
大量生産品

　能動的

使用者（ユーザー）

　　メーカー

検査機閏

（第3者）
製造後 各種性能試験

③アスファルト舗装
個別生産品

　受動的
　発注者
使用者・住民

　発注者、又は
検査機関（第3者）

施工後及び供用後 走行試験等

④住宅
大量生産品

　受動的

使用者

行政
行政・検査機関 製造・施工時 各種検査

⑤船舶
個別生産品

　能動的

船主

使用者
船主・メーカー 製造後 海上性能試験

ム

）
釦
闘
乖
閏
藻
藷
闘
剛

s
雅
氏
δ

　これは、調査を実施した5分野に対して、性能の設定となる主体、確認する主体、確認時期、確認手法について、

表形式でまとめたものである。



3．1．4　まとめ及び今後の課題
　性能照査型設計を取り入れているもしくは取り入れようとしている分野として、自

動車防護柵、自動車、アスファルト舗装、住宅およぴ船舶を取り上げ、要求されてい

る性能の項目、その評価項目と方法およぴ評価機関について調査を行うとともに、以

下に示す共通の評価項目別に整理を行った。

　　①安全性

　　②環境性

　　③快適性・居住性

　　④機能性

　　⑤耐久性

　　⑥その他
　その結果、特に安全性については自動車、自動車防護柵、アスファルト舖装およぴ

住宅、環境性は自動車、快適性・居住性は自動車およぴ住宅、機能性は自動車およぴ

船舶、耐久性はアスファルト舖装および住宅においてその評価項目に重点が置かれて

いると思われる。

　このようなことから、要求されている性能項目については、各分野別に品質確保や

ユーザーの利益の保護（安全性も含めて）等に重点が置かれていると考えられる。

　いち早く性能規定を取り入れている分野としては、ユーザーが必要とする品質や機

能およぴ利益の保護が直接反映されている民間レペルの品物と考えられ、“品物を買

う”という意識のもとに要求する性能項目が定められていると思われる。

　なお、これらの要求する性能が満たされているかの評価は、利害関係のない第3者

評価機関もしくは当事者であっても公の試験方法による評価となっている。

　今後、土木構造物に性能規定を取り入れていくためには、発注者は“造る”という

意識から“買う”という意識で必要とする性能項目や評価項目を設定すること、性能

照査型設計の効果である新技術、新材料、技術力の向上およびコスト低減等を活かす

ためにも、これらを速やかに、正しく評価できる体制作り（評価機関）も必要と思わ

れる。

　また、要求している性能に対して「性能不足」となった場合、特に土木構造物は高

額保証となる可能性がある。そのためにも、『性能不足に対する損害保険』や暇疵担保

期間の設定も必要と考えられる。
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自動車防護柵

車両の逸脱防止性能

強度性能 衝突条件A
防護柵が突破されない強度を有すること。

変形性能　　衝突条件A

　　　　　たわみ性防護柵

　　　　　剛性防護柵

車両の最大進入行程が設置場所に応じ下表の値を満足すること。

主たる部材の塑性変形が生じないこと。

たわみ性防護柵の車両の最大進入行程

種別
支柱を土中に
埋め込む場合

支柱をコンク
リートに埋め
　込む場合

路側用 C，B，A，SC，SB，SA，SS 1．1皿以下 0．3皿以下

分離帯用 Cm，Bm 1．1皿以下 0．3皿以下

Am，SCm，SBm，SAm，SS 1．5皿以下 0．5皿以下

歩車道境界用 Cp，Bp，Ap，SCp，SBp 0．5皿以下 0．3皿以下

たわみ性防護柵：・防護柵を構成する主たる部材の弾性及び塑性変形を見込んで設計す

　　　　　　　る防護柵。

　　　　　　　　・車両衝突時の衝撃を車両及び防護柵双方の変形によって和らげるた
　　　　　　　め、緩衝性に優れている。

　　　　　　　→過多な変形が発生した場合、

　　　　　　　　・車両が道路からはみ出す

　　　　　　　　・路外の構造物に衝突する恐れ

　　　　　　　このような事態を避けるため、許容できる車両の最大進入行程を規定

剛性防護柵 　防護柵を構成する主たる部材の弾性限界内での変形を見込んで設計
する防護柵。

・車両衝突時の防護柵の変形がほとんど生じない。

・車両衝突時の衝撃を車両の変形と防護柵形状の工夫で緩和する。

・強度が高く車両の路外逸脱防止能力に優れている。

→主たる部材に塑性変形が生じないこと
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乗員の安全性能

衝突条件B
車両の受ける加速度が種別及び種類に応じ下表の値を満足すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　車両の受ける加速度

種別

たわみ性防護柵

剛性防護柵支柱を土中に埋め込む
場合

支柱をコンクリートに
埋め込む場合

C，Cm，C　P
90m／sz／10ms未満 120m／s2／10ms未満 120m／s2／10皿s未満

B，Bm，B　p

A，Am，A　p 150m／sz／10ms未満 180m／s2／10ms未満 180m／s2／10ms未満

S　C，S　Cm，S　C　p

180皿／s！／10皿s未満 200m／s2／10ms未満 200m／s2／10ms未満
S　B，S　Bm，S　B　p

S　A，S　Am

S　S，S　Sm

加速度評価手法 瞬間に発生する加速度値（0．01秒（しOms）間の平均か速度値）の最大値を評
価する方式
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車両の誘導復元性能

衝突条件Aおよび衝突条件Bでの衝突のいずれの場合においても以下の条件を満足すること。

①車両は、防護柵衝突後に横転などを生じないこと。

②防護柵衝突後の離脱速度は、衝突速度の6割以上であること・

③防護柵衝突後の離脱角度は、衝突角度の6割以下であること。

〈離脱速度，離脱角度〉

』離脱角度
衙裂角度

－
　衛突速度

＼

ノ＼
　　　　＼
　　離脱速度

①→衝突車両が横転、転覆を起こし車線上に停止することを避ける。

②→衝突車両が防護柵への衝突により急停止することを避ける。

③→対向車や併走車に大きな影響を与えるような挙動を生じさせない。

車両の誘導性能評価は大型車、普通車いずれに対しても必要

→衝突条件A　l大型車の誘導性能

　衝突条件B：車両質量1トン乗用車の誘導性能

　を確認する。
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構成部材の飛散防止性能

衝突条件A，衝突条件Bでのいずれの場合においても、車両衝突時に構成部材が大きく飛散しな
いこと。

・車両用防護柵は、車両の衝突時に大きな荷重が作用する。

一防護柵の構成部材が道路上や路外に飛散することにより、当事者や第三者に被害を及ぼすこと
がないようにしなけれぱならない。

衝突条件A：大型車の衝突に対する安全性

衝突条件B：乗用車の衝突に対する安全性　　　を確認することになっている。

・衝突後、飛散部材の量、飛散状況を確認

→後続車や路外の第三者への影響がない程度をの判断が実験実施者の経験に基づいて行われる。

参考文献

1）防護柵の設置基準・同解説　平成10年11月　社団法人　日本道路協会

2）車両用防護柵標準仕様・同解説　平成11年　3月　社団法人　日本道路協会

3）防護柵の設置基準の改定ついて　道路　1999．2

4）橋梁新聞　平成11年1月11日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

1　平成10年U月5日付建設省道環発第29号により道路局長から通達された「防護　：
し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

1柵の設置基準の改定にっいて」において，別に通知するとされている性能確認の試験1
ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ

1方法を下記の通り定めたので通知する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

l　L防護柵の設置基準第2章車両用防護柵2－2種別2．性能の各号の規定を満たす　：
し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

1ことの確認は，原則として，以下の要領に基づく実車による衝突試験により，道路管　1
し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド
ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1理者が行うものとする。　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と

1　（P　試験供試体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

1　　　①試験供試体は，評価対象の車両用防護柵とする。　　　　　　　　　　　　1
ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド
ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

1　　　②試験供試体の個数は衝突条件A及び衝突条件Bの2種類の衝突に対し，そ　・
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　　　　れぞれ1体の計2体とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ

1　（2）衝突条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ

1　　　　衝突条件Aは，原則として車両総重量25トンの大型貨物車を用いて行うも　1
ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

1　　　のとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　　　　なお，車両総重量20トン以上の大型貨物車を用い速度の割増などにより同　1
ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　　　等の衝撃度となる条件で行なっても差し支えない。　　　　　　　　　　　　1
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（31計測項目及び計測方法

　　　計測項目及び計測方法は，表1による。

（4）試験結果

　　　衝突試験結果は，別添1に示す車両用防護柵性能評価　衝突試験結果総括表に

　　記入するとともに，詳細は試験報告書として取りまとめるものとする。

2．なお，上記に関わらず，以下のいずれにも該当する橋梁用ビーム型防護柵で別添2

に規定する設計方法により設計されたものは，その構成部材の強度が設計に用いた値

であることを静荷重試験により確認することをもって，衝突試験にかえることができ

るものとする。

　1）　鋼材（球状黒鉛鋳鉄品を含む），ステンレス鋼材，アルミニウム合金材製の材

　　料による2本以上の横梁および支柱からなり，横梁の断面が丸または四角型の閉

　　断面になっているもの。

　2）　ブロックアウト型の構造（防護柵の柵面が支柱の最前面よりも車道側に突出し

　　ている構造）になっているもの。

　3）　橋梁・高架などの構造物上に設置され，基礎となる構造物は衝突荷重に対し変

　　形が生じない強度を有するもの。

　4）　SA種以下の種別であること。

（別添1）　車両用防護柵性能評価　衝突試験結果総括表

（別添2）橋梁用ビーム型防護柵　設計方法

表1　衝突試験　計測項目および計測方法

計測目的
衝突
条件

計測項目 計測方法

前提
条件

衝突条件の確認 A 車両の型式・形状寸法
（重心高さ）

積載物の積載方法及び車検
証を基に車両の重心高さを
算定する。

共通 車両質量 軸重計測器等により車両総
質量を測定する。

共通 衝突速度 光電管式速度計，テープス
イッチ式速度感知器，高速
度撮影フィルムの解析等に
より測定する。

共通 衝突角度 車輪の軌跡から測定する。
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車両 防護柵の A 防護柵の損傷 車両の位置別にペイントを
の 強度性能 （防護柵の強度性能） 施し，高速度撮影，ビデオ
逸脱 撮影および目視等により記
防止 録する。

性能
防護柵の A 車両の最大進入行程 車輪の軌跡から測定する。
変形性能

A 剛性防護柵の塑性変形 目視によりひび割れの観察
記録を行う。状況によりコ
ア採取し強度試験を行う。

乗員の安全性能 B 車両重心加速度 0．5msec間隔で水平2成
分の車両重心加速度を測定
し，10msec移動平均値の

確認
最大を解析により求める。

性能
車両の誘導性能 共通 車両の挙動 車両の前面，上面，右側面，

後部にスキッドマークを1
m間隔でマーキングし，
高速度撮影，ビデオ撮影お
よび目視等により記録する。

共通 離脱速度 テープスイッチ式速度感知
器，高速度撮影フィルムの
解析等により離脱速度を測
定する。

共通 離脱角度 車輪の軌跡から測定する。

構成部材の飛散 共通 部材の飛散状況 目視により記録する。
防止性能
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八潮4丁目舗装修繕工事

ボーリング調査で現状を把梶

　2車線で延長約950mの区間を半分に

分け，一方を一般的な排水性舗装の仕

様で，残りの半分を性能規定で猪注し

た、）工事は車遭全層の打ち換え，，性能

規定の対象は表層だけだが， 基層以下

の構造変更も認める契約だった。

　まずは現状を正しく把握するために，

直径30cmのボーリング調査を行って既

設路面の構造や強度，路床の支持力な

どを調べた。その結果をもとに，既設の

路盤材をできるだけ活用する断面構造と

した。基層は一度に厚く敷設できる大粒

径アスファルト（骨材の最大粒径

30mm）とし，厚1さ35cmを2層に分け

て敷設した。

　表層の施工には，マルチアスファルト

ベーバと呼、三1機械を利用した。2種類の

混合物を別のブラントで製造。タイミン

グよく供給できるように混合物の出荷時

刻を分単位で指示し．到着が遅れると

さはフィ　ッシャーの速度を下げるな

レ’，調整した、，工事費は2億6250万円。

●舗装の構成
〔性能規定で発注した区間1

　　　　　一上層1嵌大骨材位径8mm．空げき峯20％

　　　　　「下層：最大骨材位径13mm・
　　　　　1　空げき率20％
2cmや一

一　5cm一表層i2層式排水性舗装一一一一

［一般的な排水性舗装の仕横で発注した区間】

　　　［最大骨、桝位径13mm．空げき率20％
　　　1

3cm
5cm｛一 アスフ　ルト

4cm｛一

9cm←

9cm「
　一ト

蓑、召1　性舗装

35cm

基層：大粒径アスファルト（2層）

基層：祖粒度アスファルト（改質皿型）1

L嚢醗醸i嚢翻

　　　　　基，署：再生岨粒度アスファルト

，、、．1縮凝薇鑑灘叢
　　1，鍋警ぞ誤屯聴龍誘’f’‘轟図争

　　　犠登魎灘脳縫蘇簸．

首都高速湾岸線
に沿った直線道
路で物流倉庫に
近く，大型コン
テナ車が大量に
走行する。左は
一般区間と性能
規定区間との境
界部（写真1本誌）

に言h則することすらまれだ。しかも

騒音測定車（RAC車）で89dB以下

という規定値は，従来の標準的な排

水性舗装の仕様で施工してもクリア

できる保証はない，まさに受注者の

技術力が間われた，、

　受注したのは，日本道路と世紀東

急工業、，2件とも99年U月末まで

に工事を終えて，4項目の性能試験

を実施。騒音値は建設省が（財）道

路保全技術センターに委託して．騒音

測定車で言h則した。

　諏則の結果，世紀東急工業が施工

した東京・八潮4丁目舗装修繕工事

の騒音1直は87．2dB，日本道路が施

工した同・大森本町1丁目舗装修繕

工事で88．3dBと，2件ヒも合格した。

　RAC車による計測はほとんどの

施工会仕にとって経験のない手法。

それだけに両社とも「とにかくホッ

とした」と，安ど感を隠さない、

骨材粒径の選択がポイントに

　2祉はどんな仕様で施工したのか．

　世紀東急工業が採用したのは，表

層を上下2層に分け，上層は最大骨

1；オ’位径8mm，下層を同13mmとす

2000，2，25 NIKKEIcoNsTRucTIoN　45
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大疎本町1丁目舗装修糟工事

基層の平坦性確保を人念に

舗装面脂は約98‘X）m↓，すべてが性能

規定発注だが，表面の厚さ10cmを、浦装

し直す切削オーバーレイ，厚さLmまで

の路面打ち換え，厚さ40cmまでの打ち

換えの3種類の個所に分かれている。

所定の性能を発揮するように，施工

では工区の分け方にも注意した。表面の

継ぎ目は音に影響するので，1日の施工

而積を増やし，継ぎ目の数を減らした。

さらに表層の厚さを均一に4cmにするた

めに，基層の仕上げが平らになるように

注意した。特に路面を打ち換えた場所

は基層施工後にいったん交通開放するこ

とによってわだち掘れができるので，入

念にならした。工事費は1億9400万円。

●舗装の構成
［性能規定で発注した区間1

路面打’ち換えの個所　　　　　　　　　　　　　　　　　　切削オーバーレイの個所

　　r一｝鰍骨贈径10mm・空げ解20％一｝r

　　鐘　　　　　　　　　　■・こ
　　　『　　　　　　　　　　a3　　　　　　　　　　噺餅45cm　　　l路盤：再生砕石（RM・40）　　言　圏

　　餐・　　　喜
　　　一9　　　　　國　÷、　．．一
f5cml

　』L

4cm↑一一表層：排水性舗装
6cm［基層二粗粒度アスファルト（改質皿型）

舗装の表面（写真：本誌）

左は施工後の状況。
品川区の国道1号で博
車線，施工延長は約
380m。右はアスファ
ルト混合物を敷きな
らしているとこっ。
音に影響する施工ジ
ョイントをつくらな
いように，フィニッ
シャーを2台投入して
1日の施工面積を増や
した（写真＝日本道路，

建設省関東地方漣設局）

る2層式排水性舗装だ。上層は厚さ

2cm，下層は3cm。これらを同時に

敷設するために，98年に開発した

ばかりのフィニッシャー，マルチア

スファルトペーバを投入しだ。

排水性舗装では一般に，アスファ

ルト混合物の骨材の粒径を小さくす

ると騒音f直がr下がる，一般：的な仕1兼

では最大粒径13mmの骨材を使う，

　「音を下げるだけなら，最大粒径

が5mmと13mmの舖装を2層に重

ねるのが晟も効果的だが，5mmだ

ヒ動的安定度が下がる，、そこで，そ

の中間の最大8mmの骨材を探した

ところ，群馬県の桐生で見つかっ

た」と同社関東西南支店工事部の

佐々木寛次長。騒音低減効果の持続

性を高めるため，耐久性の高い高粘

度バインダーも新たに開発した。

「骨材のグリッブカが強いほど空げ

きの安定性がよく，騒音低減効果を

維持できる」（同氏）．

　佐々木次長は「施工場所は，朝に

大型コンテナ車が集中して走行する

都内でも特に交通量の多い場所。そ

んな桑件下で1年後に確実に90dB

以下にするためには．完成時の，騒音

値をしっかり下げておく必要があ

る。コストをかけてでも最高級品を

造るべきだと判断した」と話す，

一方，日本道路も骨材の粒径の選

択がポイントだった。最終的に選ん

だのは，標準的な最大13mmではな

く同10mmの骨材。高粘度改質ア

スファルトは複数のメーカーから取

り寄せて性状を吟味した、、

　表層の厚さは4cm。「骨材の粒径

が小さいので，厚みが増すと変形が

大きくなる恐れがある。最適匝とし
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て4cmとした」と同仕技術研究所

の橋本修治次長は説明する，，均一に

4cmの厚さにするために。施工も普

段よりも入念に行った。

　同杜が施工した道路は10車線で。

長さ約380mの施工区間内に大きな

交差点が2カ所ある。橋本次長は

「使用状況が厳しい交差点に使って

も，十分にレベルの高い路面にしな

くてはならない。単に1卑賭舗装の

技術をもってくるだけではなく，道

路の平面構成や利用状況などを考え

て仕様を決める必要があった」と難

しさを指摘する。

　従来の仕様に比べ，コストもかか

った。世紀東急工業は「表層だけな

ら通常のL7倍。基層以下の構造を

工夫したので全体としては標準仕様

よりもやや高い程度で済んだ」。日

本道路も「表層だけで比較すると通

常の2割増し程度」と説明する。工

事費のほかに，調査や各種の試験に

も費用がかかっている。

　金額だけを考えれば利益は出な

い。しかし，受注者は今回の試行を

技術力をビーアールできる機会だと

受けとめる。

　また，「技術者にとっては非常に

挑戦しがいがあり，意欲がわく」と

両社の担当者は口を揃える。「技術

開発を促すためにこうした発注方式

があるといい。海外にも負けない技

術が生まれるようになるはずだ」

（佐々木次長）と歓迎する声は多い。

　「試行でいろんな仕様の舗装iが大

規漠に施工される意義は大きい。そ

れらの供用性を長期間観察して，性

能発注の規定方法に反映させてほし

い」と僑本次長は話す、

●漣設省が98年度に発注した試行工事の表層の要求性能

項目 完成時 1年後 試験方法

耐塑性変

形

動的安定度が4000回1mm以上 規定せず 舗装試験法便覧のホイ
ールトラック試験方法

排水性 現場透水試験で1000m2／15秒以

上

規定せず 排水性舗装技術指針に
基づく試験方法

平坦性 各車線ごとにσ2．4mm以内 規定せず 舗装試験法便覧の3mプロ

フィルメーター試験方法

騒音値 騒音測定車で特殊タイヤ音を各車

線ごとに測定し，全車線の平均値

が89dB（A）（Laeq）以下

左記測定法による全

車線の平均値が90dB
（A》（Laeq）以下

騒音測定車（RAC車）

による測定。走行速度
は50km！時

騒音測定手法の確立が急務

　性能評価の客観性や透明性を確保す

るため，関東地建は側）道路保全技術

センターを第三者評価機関に指定，そ

こに評価委員会（委員長1阿部頼政日

本大学教授）を設けて試験結果を評価

した。不測の事態で規定値を満たせな

かった場合，この委員会で合否を判定

することになっている。

　騒音値の評価に陵ったRAC車は，車

両の後輪部に特殊タイヤと計測マイク

を備えた構造。計測するときは，特殊

タイヤを路面に下ろして騒音を発生さ

せ，その音を計測マイクで拾って値を

計算する。路面から生じる騒音だけを

計測する手法だが，まだ実績が少なく，

計測手法の確立が急務となっている。

＼●軽音測定車（RAC車）による測定のイメージ

一拡散音場

⊂ヲ／。㊥

，耐

八潮で計測中のRAC車。時速50kmで
走行して計測する（写真：関東地方建設局）

●RAC車で測定した排水性舗装の騒音値

dBtしaeq）

鰍タ祈章叫
押マ燃・，．

（資料：浬設省）
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長期間にわたる評価が必要に

　建設省も今回の成果に対し，「民

間会仕の目に見えないノウハウを再

認識できた」（同省道路局の鈴木克

宗道路計画調整官）と評価する。関

東地方建設局の渡辺義臣適路工事課

長補佐は，「うまくいかなければ，

発注者が嶋買う噂立場へ移行してい

くということが，単なるうたい文句

で終わってしまう。1歩でも踏み出

せてよかった」と話す。

　ただ，課題も少なくない。第一の

課題は性能の評価方法や規定方法の

確立だ。今回はRAC車を使ったが，

まだ確立した計測手法とは言いがた

い。性能の規定期間も今回は1年だ
　　か　し
が，畷疵担保期間と整合を図る考え

方も含め，検討の余地はある。

　今回は問題が顕在化していない

が，要求性能を満たせなかった場合

の取り扱いなど契約内容を明確にす

ることも課題だ。1年後の性能を規

定するなら，清掃やリフレッシュ工

事の条件も明らかにする必要がある。

　さらに，いまは入札時の予定価格

を従来の仕様に基づいて算定してい

るが，施工会社からは「高い性能を

求めるなら，それに見合った報酬を

払う仕組みも必要だ」と発注制度の

見直しを求める声も聞かれる。

　渡辺課長補佐は「いまは試行を重

ねて課題を抽出し，勉強していこう

という段階。受発注者だけでなく，

一般の人々からも広く意見を聞いて

議論したい」と話している。

日本道路公団は排水機能を主眼に

　日本道路公団も98年度，排水性舗装

工事1件て，性能規定発注を試行した。

建設省が騒音値を要求性能の目玉とし

たのに対し，公団は下表のように排水

機能に主眼を置いた規定とした。

　施工場所は東九州自動車道の大分市

内の新設区間。施工延長の6223mのう

ち，2000mを性能規定で発注した。

　受注したのは日本道路・松尾舗道

JV・同JVが提案したのは，アスファル

ト混合物の骨材の粒径の最小値を通常

よりも引き上げると同時に，骨材の角

を取って整粒化すること。この仕様が

公団の排水性舗装の仕様の基準内に収

まることから，全区間この仕様で施工

した。竣工時の検査では排水機能が4．4

秒／400m2だったほか，平坦性やすべり

抵抗直も規定値をクリアしている。

排水機能に関しては騒音と違って試

験方法が確立しており，「混合物の配合

で性能をコントロールすることは，そ

れほど難しくはない」（日本道路の橋本

次長）。ほかの項目も従来から管理基準

として用いているので，受注者側には

建設省の工事ほどの気負いはなかった

ようだ。

●日本道路公団が98年度に発注した試行工事の表層の要求性能

項目 完成時 3年後 試験方法

平坦性 土工部5cm／km以下，購造物部
8cm／km以下

規定せず JHS220・1992，8mプロ

フィルメーター試験方法

ずべり抵

抗値

①BPNが60以上
②（80）がO．35以上

（Oμ（80）が025以

上

①JHS221・1992

②JHS222・1992
りだち掘れ 規定せず 7mm以下 JHS225・1992
俳水機能 現場透水試験で10秒！400m2以

下

現場透水試験で
16秒1400m2以下

JHS233－1992

ll主）硬のBPNは振り子式スキット’レジスタンステスターによる，則定値、2Mよ大型丁べり抵抗沮II定1亘による～則定

値，，昌試験項目は昌、則定個所の平埆値とし，車線ごとに評価ずる，磯能回復のための維拝管理は翼施しない，
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・動・性能規定発注のこれから

99年度は全国で15件を発注

総合評価方式の導入も検討

　49ページに示したのは，99年度

に性能規定で発注する舗装工事だ。

建設省の場合は九州地建の1件を除

き，すべて排水性舗装。性能の規定

方法も，ほとんどが98年度の関東

地方建設局に準じている。

　新しい試みを導入したのが，九州

地建と中部地建。九州地建は排水性

舗装の，騒音値を，従来の方式で発注

した区問との比較で規定したほか，

薄層舗装でMCI（メンテナンス・

コントロール・インデックス，表の

注記参照）値を規定した。一方，中

部地建は排水性舗装で，先の4項目

に加え，新たに1年後の排水性能を

要求性能とする予定だ。

　建設省は今後さらに試行を重ねて

いく考え。鈴木道路計画調整官は性

能規定発注を「民間の技術開発を求

める分野に導入していくと有効だ」

と話し，「一番必要なのは騒音を低

減する技術。だからまずは．騒音値を

規定した。次のステッブとしては，

例えば数年後の騒音値を決めて，低

，騒音機能の継続1生を要求する方法が

考えられる」と続ける。

　騒音値と工事費を総合的に評価し

て受注者を選、ヌ「総合評価方式」の

導入も検討している。騒音値を大き

く引き下げれば，最低価格でなくて

も受注できるというわけだ。

　日本道路公団も2件目を発注し

た。98年度と同様，排水性能に主

眠を置いている，98年度は表層だ



けを性能規定の対象としたが，今回

は基層にまで範囲を拡大した、，

　基層に求める性能は，透水係数と

はくり率の2点。「基層の表面は，

表層から通過してきた水が滞留する

時間が長いので，耐水性に着目し

た」と同公団技術部の朝日理登道路

技術課長代理は説明する。

　はくり率は，これまでも僑の舗装

の耐水性を評価するために用いてい

た。水浸ホイールトラッキングとい

う試験方法で調べる，透水係数の試

験方法は公団独自に定めた。

　公団は性能規定発注について「こ

れから増やしていこうヒいうスタン

スではまだない。あくまでも可能性

を探っている段階だ」（広撮室の風

間匡主幹）と慎重な姿勢を示す，

　首都高速道路公団や阪神高速道路

公団は，現時点で性能規定発注を導

入する計画はない。

●99年度に建設省が発注済み，または発注予定の性能規定型舗装工事

地方 工事名称 施工場所 性能規定で発規定した性能（表層） 受注者

建設局 注する面積U 完成時 1年後
東北 富田排水性舗 福島県郡山市 2万2800m～ 耐塑性変形：動的安定度5000回1mm以上 騒音値：騒音測定車で90dB 未定

装工事 （同） 排水性1現場透水性試験1000m2！15秒以上以下

平坦性：各車線ごとにσ2．4mm以内

騒音値：騒音測定車で89dB以下
関東 っっじヶ丘舗装 東京都調布市 5000m～ 耐塑性変形：動的安定度4000回！mm以上 同上 未定

修繕工事 （同） 排水性：現場透水性試験1000m2！15秒以上

大森地区舗装 千葉市 4300mZ 平坦性：各車線ごとにσ2．4mm以内 未定

工事 （2万2700m2） 騒音値：騒音測定車で89dB以下

幕張舗装修繕 千葉市 6300mZ 不＝疋

工事 （3万3000m2）

北陸 吉田他舗装修繕 新潟県吉田町 1万7000mZ 同上 同上 未定

工事 （2万1000mZ）

中部 21号芋島舗装 岐阜県各務原市 6400m～ 未公表 未定

修繕工事 （3万2000mZ）

近畿 43号佃地区他 大阪市～尼崎市 5000m2 耐塑性変形1動的安定度3000回1mm以上 騒音値二騒音測定車で90dB 大林　路

環境対策工事 （8000m2） 排水性：現場透水性試験900m2！15秒以上以下

1号西九条地区京都市 重万200mZ 平坦性：各車線ごとにσ2．4mm以内 佃田　路

舗装修繕工事 （2万3000m～） 騒音値：騒音測定車で89dB以下

2号正条地区舗兵庫県揖保川町 書万m2 未定　’

装修繕工事 （2万8000mこ）

中国 1件（2月末公告予定） 未公表 未定

四国 192号徳島舗 徳島市 2000m2 耐塑性変形：動的安定度3000回！mm以上 騒音値＝騒音測定車で90dB 大成ロテック

装修繕工事 （2万1000m～） 排水性：現場透水性試験1QOOm2／15秒以上 以下

平坦性：各車線ごとにσ2．4mm以内

騒音値：騒音測定車で89dB以下
九州 3号宗像地区舗福岡県宗像市 9300mZ 同上 同上 鹿島道路

装修繕工事 （1万2900m2）

頓野地区舗装 福岡県直方市 3400mZ 耐塑性変形：動的安定度3000回／mm以上 完成時と同様に騒音値が一 前田道路

工事 （1万7000m～） 平坦性＝各軍線ごとにσ2，4mm以内 般部を下回る

騒音値：一般部’～の排水性舗装の騒音値を下回る

佐賀34号大町1佐賀獣町町～
地区舗装修繕北方町

4800m～

（1万9900m2）

維持管理指数（Mq）’4：MCI計測車で100m

ごとに測定し，個々の値が現況のMClを下

完成時の数値をもとに算定

した1年後のMC1予測値を

松尾舗道

工事口 回らない 個々の値が満足する

●99年度に日本道路公団が発注した性能規定型舗装工事（排水性舗装）

工事名称 施工場所 性能規定で発
注した面積

規定した性能 受注者

完成時 3年後
北関東自動

車道伊勢崎

舗装工事

前僑市～

伊勢崎市

2万2000m～
（12万m～）

表
層

平坦性：土工部5cmlkm以下，構造物部8cm／km以下
すべり抵抗値：①BPN60以上②μ（80）が0．35以上

排水機能＝現場透水試験で10秒1400m2以下

ずべり抵抗値：（2μ（80）が025以上1福田道路・

族礫：鰯額試験で、，秒『渡辺建設JV

！400m2以下（外倶II線からO．75m），！

24秒〆400mZ以下（車線中央）

基
層

透水係数：加圧式定水位透水試験で1．OX　IO・一cm／秒以下

はくり率1水浸ホイールトラッキング試験方法で5％以下

規定せず
　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　　　　1

1注月：カッコ内は士体の施工面積，、2＝従粟の万式で発注した”F水性鰯装区間，0：この工事だけ薄層舗装工事，4；MClとは，メンテナンス・コントロール・1’ンテソヲスの鞘，ひび割れ至1％1，

　bだら屈江■m耐，平坦性lmm）の三つの数値の関数としで算定†5．浦修する標の指1累値として使われて1、、る．日本道路公日】の表中にある、〔1と2’1；48ぺ一シの畏の注記参照

　　　　　　　　　　　　　　　㌍
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建設省住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年6月23日制定）

置

1

目　　的
①
②
③

住宅の品質確保の促進
住宅購入者等の利益の保護
住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決

住宅性能表示制度は、任意制度であり、利用するか否かは住一による。

日本住宅性能表示基準：住宅の性能（構造耐力、遮音性能、省エネルギー性能等）に関して表示すべき事項及び表示の方法を内容とする基準で、
　　　　　　　　　　建設大臣が公聴会等の手続きを経たうえで日本住宅性能表示基準等を定める。　（予定＝平成12年6月頃）

住宅性能表示のイメージ
構造耐力
（建築基準法の求める構造強度との比較O倍）

　　　　　　　　　　　　床の遮音性
　　　　　　　　　　　　（ランクO）

省エネルギー性
（ランク○）

｝潤畢ボi耐火性

　（耐火時問O時間／法定耐火時問○時問）

　　　　　　壁の遮音性
長寿社会対応性　　（ランク○）
（ランクO）

耐久性（ランクO）
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観

要求　（表示）項目 評　　価　　項　　目 評　　　価　　　方　　　法 品質等保証方法
1．構造の安定に関すること
（1）耐震等級 ①構造躯体の倒壊防止 【地震により生じるカに対する構造輻体の倒壊のしにくさ】 指定住宅性能評価機関

O等級3：建築基準法に定める極めて大きな地震力（数百年
に一度程度発生する地震により生じるカ）の1．5

倍の地震力に対して倒壊しないこと

○等級2：建築基準法に定める極めて大きい地震力のL25倍
の地震力に対して倒壊しない程度

O等級1：建築基準法に定める極めて大きい地震力に対して
倒壊しない程度

②構造輻体の損傷防止 【地震により生じる力に対する構造輻体の損傷の受けにくさ】
O等級3：建築基準法に定める中程度の地震力（数十年に一

度程度発生する地震により生じる力）の1．5倍の
地震力に対して損傷しない程度

○等級2：建築基準法に定める中程度の地震力のL25倍の地
震力に対して損傷しない程度

O等級1：建築基準法に定める中程度の地震力に対して損傷
しない程度

（2）耐風等級 ①構造輻体の倒壊防止 【風により生じる力に対する構造輻体の倒壊のしにくさおよ

および損傷防止 び構造躯体の損傷の受けにくさ】
○等級1：建築基準法に定める極めて大きい風による力（500

年に一度程度発生する風により生じるカ）の1．2
倍の力に対して倒壊せず、建築基準法に定める中
程度の風による力（50年に一度程度発生する風に
より生じる力）の1．2倍の力に対して損傷しない
程度

○等級2：建築基準法に定める極めて大きい風による力に対
して倒壊せず、建築基準法に定める中程度の風に
よる力に対して損傷しない程度
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1
誘

要求（表示）項目 評　　価　　項　　目 評　　　価　　　方　　　法 品質等保証方法
（3）耐積雪等級 ①構造輻体の倒壊防止 【屋根の積雪により生じる力に対する構造躯体の倒壊のしに

および損傷防止 くさおよび構造幅体の損傷の受けにくさ】 指定住宅性能評価機関
O等級2：建築基準法に定める極めて大きな積雪による力（

500年に一度程度発生する積雪により生じる力）
の1．2倍の力に対して倒壊せず、建築基準法に定
める中程度の積雪による力（50年に一度程度発生
する積雪により生じるカ）の1．2倍のカに対して
損傷しない程度

O等級2：建築基準法に定める極めて多い積雪による力に対
して倒壊せず、建築基準法に定める中程度の積雪
による力に対して損傷しない程度

（4）地盤又は杭の許容支持 ①許容支持力等 地盤又は杭に見込んでいる常時作用する荷重に対し抵抗しう
力等及びその設定方法 地盤：OO（kN／m2） る力の大きさ、地盤に見込んでいる抵抗しうる力の設定の根

杭　：○○（kN／本） 拠となった方法

②設定方法
地盤調査方法等

（5》基礎の構造方法及び ①直接基礎 直接基礎の構造と形式又は杭基礎の杭種、杭径及び杭長

形式等 OO造△△基礎

②杭基礎
杭種：

杭径：OOcm
杭長：△△m
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要求　（表示）項目 評　　価　　項　　目 評　　　価　　　方　　　法 品質等保証方法

2．火災時の安全に関する
こと 指定住宅性能評価機関

（1）感知器設置等級 ①自住戸火災 【自住戸火災の感知を容易とする感知器の設置の有無】

O等級1：有効な感知器が設置されている程度

O等級2：等級2に満たない程度

（2）感知通報装置設置等級 ①他住戸火災 【他住戸火災の感知を容易とする感知通報装置の設置の有無】
○等級1：有効な感知通報装置が設置されている程度

O等級2：等級2に満たない程度

（3）避難安全対策 ①他住戸火災・供用廊下 【供用廊下に係る他住戸火災発生時の避難を容易とする対策】

○排煙形式 ○供用廊下の排煙の形式
・開放型廊下
・自然排煙

・機械排煙

・加圧排煙

○平面形状 ○避難に有効な供用廊下の平面形状
・二方向避難が可能な形状
・当該住戸と直通階段との間に他の住戸を設けていない形状
・その他

O耐火等級 ○避難経路の隔壁に係る加熱に耐える時間の長さ

平面形状がその他に適用 ・等級3：耐火時間が60分相当以上
・等級2：耐火時間が20分相当以上
・等級1：等級2に満たない程度

（4）脱出対策 【日常の生活動線が使用できない場合の緊急的な脱出のため

○直通階段に直達するバルコニー
○隣戸に通じるバルコニー
O下階に通じる避難口
Oその他

Oなし
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要求　（表示）項目 評　　価　　項　　目 評　　　価　　　方　　　法 品質等保証方法
（5）耐火等級 ①延焼の恐れのある部分 【延焼の恐れのある外壁等に係る火災時の加熱に耐える時間

の長さ】 指定住宅性能評価機関
○等級4：耐火時間が120分相当以上
O等級3：耐火時間が　60分相当以上
O等級2：耐火時間が　20分相当以上
O等級1：等級2に満たない程度

②界壁及び界床 【住戸間の界壁および界床に係る火災時の加熱に耐える時間
の長さ】

○等級4：耐火時間が120分相当以上
○等級3：耐火時間が　60分相当以上
O等級2：耐火時間が　20分相当以上
○等級1：等級2に満たない程度

3．劣化の軽減に関すること ①劣化対策等級 【構造躯体に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要
（構造纒体等） とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度】

○等級3：通常想定される気象条件及び維持管理条件下で概
ね75～90年まで伸長するため必要な対策が講じら
れている程度

O等級2＝通常想定される気象条件及び維持管理条件下で概
ね50～60年まで伸長するため必要な対策が講じら
れている程度

○等級1：等級2に満たない程度

4．維持管理への配慮に関す ①専用配管 【専用の給排水管及びガス管の維持管理（清掃、点検及び補
ること 修）を容易とするため必要な対策の程度】

（1）維持管理対策等級 ○等級3：清掃口及び点検口が設けられている等、維持管理
を行うための余裕のある対策が講じられている程
度

○等級2：維持管理を行うための基本的な対策が講じられて
いる程度

○等級1：等級2に満たない程度
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要求（表示）項目 評　　価　　項　　目 評　　　価　　　方　　　法 品質等保証方法

②供用配管 【供用の給排水管及びガス管の維持管理（清掃、点検及び補
修）を容易とするため必要な対策の程度】 指定住宅性能評価機関

○等級3：住戸外に清掃、清掃及び補修のための開口が設け
られている等、維持管理を行うための余裕のある
対策が講じられている程度

O等級2：維持管理を行うための基本的な対策が講じられて
いる程度

O等級1：等級2に満たない程度

5．耐熱環境に関すること 【住宅の断熱化等による暖冷房に使用するエネルギーの削減

（1）省エネルギー等級 の大きさ】

○等級4：特に大きな削減が得られる程度（エネルギーの使
用の合理化に関する法律の規定による建築主の判
断の基準に相当する程度）

○等級3：大きな削減が得られる程度

○等級2：軽微な削減が得られる程度

○等級1：等級2に満たない程度

6．空気環境に関すること
（1）ホルムアルデヒド対策等級

①パーティクルボード 【居室の内装材として使用されるルティクルポード（木材などの小
片を接着剤を用いて成形した板）に係るホルムアルデヒドの放散の

少なさ】
O等級3：ホルムアルデヒドの放散量が少ない（日本工業規格のE1

等級相当以上）程度

O等級2：ホルムアルデヒドの放散量がやや少ない（日本工業規格の

E2等級相当以上）程度

O等級1：等級2に満たない程度
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要求　（表示）項目 評　　価　　項　　目 評　　　価　　　方　　　法 品質等保証方法

②繊維板 【居室の内装材として使用される繊維板（木材などの植物繊
維を成形した板）に係るホルムアルデヒドの放散の少なさ】 指定住宅性能評価機関
○等級3：ホルムァルデヒドの放散量が少ない（日本工業規格のE1

等級相当以上）程度

O等級2：ホルムァルデヒドの放散量がやや少ない（日本工業規格の

E2等級相当以上）程度

O等級1：等級2に満たない程度

③合板 【居室の内装材として使用される合板に係るホルムアルデヒドの放散

の少なさ】

O等級3：ホルムアルデヒドの放散量が少ない（日本工業規格のF亘

等級相当以上）程度

O等級2：ホルムァルデヒドの放散量がやや少ない（日本工業規格の

F2等級相当以上）程度

○等級1：等級2に満たない程度

④複合フローリング 【居室の内装材として使用される複合フローリング（複数の木材を
張り合わせて製造するフローリング）に係るホルムアルデヒドの放散の少な

さ】

○等級3：ホルムアルデヒドの放散量が少ない（日本工業規格のF1

等級相当以上）程度

O等級2：ホルムアルデヒドの放散量がやや少ない（日本工業規格の

F2等級相当以上）程度

O等級1：等級2に満たない程度
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要求　（表示）項目 評　　価　　項　　目 評　　　価　　　方　　　法 品質等保証方法
（2）全般換気対策 【住宅全体で必要な換気が確保できる対策】

O機械換気 指定住宅性能評価機関
○自然換気

Oなし

（3）局所換気方法 【換気上重要な特定の部屋の換気の方法】

O機械換気設備
○換気のできる窓
○なし

7．光・視環境に関すること
〔D単純開口率 【居室の窓等開口部の方位別面積の床面積に対する割合の大

きさ】

東面、南面、西面及び天井面の書く方位について○○％

（2）採光有効開口率 【居室の採光に有効な窓等開口部の面積の床面積に対する割
合の大きさ】

OO％

8．音環境に関すること
（1）重量床衝撃音遮断 ①重量床衝撃音 【居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音（重量のあるも

対策等級 のの落下や足音の衝撃音）を遮断するため必要な対策の程度】
○等級5＝特に優れた重量床衝撃音の遮断（特定の条件下で

概ね日本工業規格のL量。w－50等級相当以上）を
可能とするため必要な対策が講じられている程度

○等級4：優れた重量床衝撃音の遮断（特定の条件下で概ね
日本工業規格のL　i。w－55等級相当以上）を可能
とするため必要な対策が講じられている程度

○等級3：基本的な重量床衝撃音の遮断（特定の条件下で概
ね日本工業規格のL　i。w－60等級相当以上）を可
能とするため必要な対策が講じられている程度
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要求　（表示）項目 評　　価　　項　　目 評　　　価　　　方　　　法 品質等保証方法
○等級2：やや低い重量床衝撃音の遮断（特定の条件下で概

ね日本工業規格のL　i。w－65等級相当以上）を可 指定住宅性能評価機関
能とするため必要な対策が講じられている程度

O等級1：等級2に満たない程度

（2）相当スラブ厚等級 【居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音（重量のあるも
のの落下や足音の衝撃音）を遮断に関する有効なスラブの厚さ】
O等級5：特に優れた重量床衝撃音の遮断を可能とする有効

な厚さ（特定の条件下で27cm相当以上）がある程度

O等級4：優れた重量床衝撃音の遮断を可能とする有効な厚
さ（特定の条件下で20c皿相当以上）がある程度

○等級3：基本的な重量床衝撃音の遮断を可能とする有効な
厚さ（特定の条件下で15c皿相当以上）がある程度

○等級2：やや低い重量床衝撃音の遮断を可能とする有効な
厚さ（特定の条件下で11cm相当以上）がある程度

O等級1：等級2に満たない程度

（3）軽量床衝撃音遮断 【居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音（軽量のものの

対策等級 落下の衝撃音）を遮断するため必要な対策の程度
O等級5：特に優れた軽量床衝撃音の遮断（特定の条件下で

概ね日本工業規格のL　i。L－45等級相当以上）を
可能とするため必要な対策が講じられている程度

O等級4：優れた重量床衝撃音の遮断（特定の条件下で概ね
日本工業規格のL　l。L－50等級相当以上）を可能
とするため必要な対策が講じられている程度

○等級3：基本的な重量床衝撃音の遮断（特定の条件下で概
1ね日本工業規格のL　i。L－55等級相当以上）を可

能とするため必要な対策が講じられている程度、
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要求　（表示）項目 評　　価　　項　　目 評　　　価　　　方　　　法 品質等保証方法
O等級2：やや低い軽量床衝撃音の遮断（特定の条件下で概

ね日本工業規格のL　i。L－60等級相当以上）を可 指定住宅性能評価機関
能とするため必要な対策が講じられている程度

○等級1：等級2に満たない程度

（4）床仕上げ等級 ①軽量床衝撃音 【居室に係る上下階との界床の仕上げ構造に関する軽量床衝
撃音（軽量のものの落下の衝撃音）の低減の程度】

O等級5：特に優れた軽量床衝撃音の低減（特定の条件下で
2kHzで35dB以上の低減など）を可能とする程度

○等級4：優れた軽量床衝撃音の低減（特定の条件下で2kHz
で30dB以上の低減など）を可能とする程度

○等級3：基本的な軽量床衝撃音の低減一（特定の条件下で2k
Hzで25dB以上の低減など）を可能とする程度

○等級2：やや低い軽量床衝撃音の低減（特定の条件下で2k
Hzで20dB以上の低減など）を可能とする程度

○等級1：等級2に満たない程度

9．透過損失等級 【居室に界壁に係る構造に関する空気伝搬音の遮断の程度】

（1）界壁 ○等級4：特に優れた空気伝搬音の遮断（特定の条件下で日
本工業規格のR－55等級相当以上）を可能とする
程度

○等級3：優れた空気伝搬音の遮断（特定の条件下で日本工
業規格のR－50等級相当以上）を可能とする程度

○等級2＝基本的なの空気伝搬音の遮断（特定の条件下で日
本工業規格のR－45等級相当以上）を可能とする

程度

○等級1：建築基準法に定める空気伝搬音の遮断の程度が確
保されている程度
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要求　（表示）項目 評　　価　　項　　目 評　　　価　　　方　　　法 品質等保証方法
（2）外壁開口部 【居室の外壁の開口部に使用するサッシに関する空気伝搬音

の遮断の程度】 指定住宅性能評価機関
O等級3：特に優れた空気伝搬音の遮断（特定の条件下で日

本工業規格のT－2等級相当以上）を可能とする
程度

O等級2：優れた空気伝搬音の遮断（特定の条件下で日本工
業規格のT－1等級相当以上）を可能とする程度

○等級1：等級2に満たない程度

10．高齢者等への配慮に関す 【住戸内における身体弱化に対する配慮のため必要な対策の
ること 程度】

（1）高齢者等配慮対策等級 ①専用部分 O等級5：身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防
止するための特に余裕のある対策が講じられてお
り、改造をせずに介助式車いす使用者が基本的な
生活のために必要な範囲内で特に余裕のある対応
を可能とする対策が講じられている程度

○等級4：身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防
止するための余裕のある対策が講じられており、
改造をせずに介助式車いす使用者が基本的な生活
のために必要な範囲内で余裕のある対応を可能と
する対策が講じられている程度

O等級3：身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防
止するための基本的な対策が講じられており、軽
微な改造で介助式車いす使用者が基本的な生活の
ために必要な範囲内で対応を可能とする対策が講
じられている程度

○等級2：身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防
止するための基本的な対策が講じられている程度

○等級1：建築基準法に定める移動時の安全性を確保する対
策が講じられている程度
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要求（表示）項目 評　　価　　項　　目

②供用部分

評 価 方 法

【経堂住宅の住棟出入口から住戸の玄関までの間における身
　　　　　　体弱化に対する配慮のため必要な対策の程度】
○等級5：身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防
　　　　　止するための特に余裕のある対策が講じられてお
　　　　　り、自走型車いす使用者と介助者が住戸の玄関ま
　　　　　で特に余裕を持って到達できる対策が講じられて
　　　　　いる程度

○等級4：身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防
　　　　　止するための余裕のある対策が講じられており、
　　　　　自走型車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで余
　　　　　裕を持って到達できる対策が講じられている程度

○等級3：身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防
　　　　　止するための基本的な対策が講じられており、自
　　　　　走型車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで到達
　　　　　できる対策が講じられている程度

O等級2：身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防
　　　　　止するための基本的な対策が講じられている程度

○等級1 ：建築基準法に定める移動時の安全性を確保する対
策が講じられている程度

品質等保証方法

指定住宅性能評価機関

表示項目および表示方法（等級等）に共通して、設計図書についての評価がなされた住宅の建設工事の検査に関し、次の事項を中心に基準を定める。

（1）検査は定められた時期に行うこと。　（戸建て：基礎、屋根、内装、竣功　　共同建て：基礎、所定階の床（2、10，17階・・）、屋根、竣功

（2）検査は施工状況報告書等の記録によって行うとともに、実物の目視、計測等により記録の信頼性を確認すること。

（3）検査のチェックリスト、施工状況報告書等にっいては、定められた書式を用いること。

【以上、建設省ホームページ　パブリックコメントより（2000．2．19検索）】


